
   阿賀野市特定非営利活動促進法施行細則  

平成２９年３月２２日  

規則第１８号  

 （趣旨） 

第１条 この規則は、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号。以下「法」

という。）及び新潟県特定非営利活動促進法施行条例（平成１０年新潟県条

例第４２号。以下「県条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（設立の認証申請） 

第２条 県条例第２条第１項の規定による申請書の提出は、別に定める様式に

より行うものとする。 

２ 法第１０条第１項の規定により前項の申請書に添付する書類のうち、同項

第１号、第２号イ、第５号、第７号及び第８号に掲げるものには、それぞれ

副本２通を添えなければならない。 

３ 県条例第２条第７項の規定による書面の提出は、別に定める様式により行

うものとする。 

４ 第２項の規定は、県条例第２条第７項の規定により同項の書面に添付する

書類について準用する。 

（縦覧の場所） 

第３条 法第１０条第２項（法第２５条第５項及び第３４条第５項において準

用する場合を含む。）に規定する縦覧の場所は、市長政策・市民協働課及び

新潟県県民生活・環境部県民生活課とする。 

（設立登記の届出） 

第４条 法第１３条第２項の規定による届出は、別に定める様式により行うも

のとする。 

２ 前項の届出に添付する書類には、それぞれ副本２通を添えなければならな

い。 

（役員の変更等の届出） 

第５条 法第２３条第１項の規定による届出は、別に定める様式により行うも

のとする。 

２ 前項の届出に添付する変更後の役員名簿には、副本２通を添えなければな

らない。 

３ 法第２３条第２項の規定の適用を受ける場合における県条例第２条第４

項の規定の適用については、同項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」



とする。 

（定款の変更） 

第６条 県条例第３条第１項の規定による申請書の提出は、別に定める様式に

より行うものとする。 

２ 法第２５条第４項及び第２６条第２項の規定により前項の申請書に添付

する書類のうち、変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び

翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第１０条第１項第２号イ

の書類には、それぞれ副本２通を添えなければならない。 

３ 第２条第３項及び第４項の規定は、県条例第３条第２項において準用する

県条例第２条第７項の規定を適用する場合について準用する。 

４ 県条例第３条第３項の規定による届出書の提出は、別に定める様式により

行うものとする。 

５  法第２５条第６項の規定により前項の届出書に添付する書類のうち、変更

後の定款には、副本２通を添えなければならない。 

６ 法第２５条第７項の規定による登記事項証明書の提出は、別に定める様式

により行うものとする。 

７ 前項の登記事項証明書には、副本２通を添えなければならない。 

（事業報告書等の提出） 

第７条 法第２９条の規定による事業報告書等の提出は、別に定める様式によ

り行うものとする。 

２ 前項の事業報告書等には、副本２通を添えなければならない。 

（事業報告書等の閲覧又は謄写の場所） 

第８条 県条例第５条第１項の規則で定める場所は、市長政策・市民協働課及

び新潟県県民生活・環境部県民生活課とする。 

（成功の不能による解散の認定申請） 

第９条 法第３１条第２項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、別

に定める申請書に同条第３項の書面を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

（解散の届出等） 

第１０条 法第３１条第４項の規定による届出は、別に定める様式により、解

散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行うもの

とする。 

２ 法第３１条の８の規定による届出は、別に定める様式により、当該清算人

の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行うものとする。 



（残余財産の譲渡の認証申請） 

第１１条 法第３２条第２項の認証を受けようとする清算人は、別に定める申

請書を市長に提出しなければならない。 

（清算結了の届出） 

第１２条 法第３２条の３の規定による届出は、別に定める様式により、清算

結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行うものとする。 

（合併の認証申請） 

第１３条 県条例第６条第１項の規定による申請書の提出は、別に定める様式

により行うものとする。 

２ 第２条第２項の規定は法第３４条第５項において準用する法第１０条第

１項の規定を適用する場合について、第２条第３項及び第４項の規定は条例

第６条第２項において準用する県条例第２条第７項の規定を適用する場合

について、それぞれ準用する。 

（合併登記の届出） 

第１４条 第４条の規定は、法第３９条第２項において準用する法第１３条第

２項の規定を適用する場合について準用する。 

（身分証明書） 

第１５条 法第４１条第３項の職員の身分を示す証明書は、別に定める様式に

よるものとする。 

（電磁的記録の保存の方法） 

第１６条 県条例第１５条第２項の規則で定める方法は、次に掲げるいずれか

の方法とする。 

(１) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算

機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその

他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことが

できる物（以下「磁気ディスク等」という｡)をもって調製するファイ

ルにより保存する方法  

(２) 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置

を含む｡)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の

使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をも

って調製するファイルにより保存する方法  

 （電磁的記録の作成の方法） 

第１７条 県条例第１６条第２項の規則で定める方法は、特定非営利活動法人

の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気デ



ィスク等をもって調製する方法とする。  

 （電磁的記録による縦覧等の方法） 

第１８条 県条例第１７条第２項の規則で定める方法は、当該事項を特定非営

利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該

事項を記載した書類による方法とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際に効力を有する新潟県知事が行った手続その他の行

為又は現に新潟県知事に対し行っている申請その他の行為で、新潟県知事の

権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成１２年新潟県条例第８

号）別表に規定する本市が処理こととなる事務に係るものは、この規則の施

行の日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

   附 則（平成３０年規則第２１号）  

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。  


